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2NP －5 教科の好き嫌いに与える家族と教師の影響
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【目的】　学校で習う教科に対する好き嫌いの形成には、教師や授業の影響が重要視され

やすいが、日常の家庭生活の中での家族の影響も大きく関わっていると考えられる。本研

究では、家族と教師が生徒の教科の好き嫌いにどのように影響を与えているのかを明らか

にすることを目的とした。

【方法】　愛知県内の県立高校１年生男女3  2 6 名（男子1  58 名、女子1  68 名）を対

象に本人の各教科（9 教科）に対する選好度、本人の教科への選好度に対する家族または

敬師の影響度とその具体的な影響内容などについて質問紙調査を実施し、分析を行った。

調査時期は1993 年10月～11 月。

【結果】　家族も教師も生徒の教科に対する好き嫌いに影響を与えていたが、両者の影響

には次のような違いが見られた。家族の影響は、親・兄姉が直接その教科を教えたり、教

科に通ずる趣味を一緒に行うなど、意図的・無意図的を問わず、教科を好きにさせる傾向

の方が多く見られた。全体的に女子の方が影響を受けやすかったが、特に男子は父親、女

子は母親に影響を受けていた。一方、教師の影響は家族の影響に比ぺて教科を嫌いにさせ

る影響が多く見られ、影響も弱かったといえる。教師さえ交代すれば解決する表面的な理

由が多く見られ、好きにさせた理由には教え方を、嫌いにさせた理由には教師自身を嫌い

なことが挙げられた。また、国立４年制大学への進学率が高い学校の生徒には家族の影響

が多く見られ、あまり高くない学校の生徒には教師の影響が多く見られた。
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目的　 中国では糾済改革開放政策以降，家庭収入は川大し, 岡内巾場に暉々の陥品が大 凧

に川l"l るようになった。必然的に消費者問題も発生し，中国国内の新聞･   T V を通じて消

費者被害が報じら れるようになった。このような中，中国の消費者保護慕本法である中華

人民共和国消n  n 権益保護法が1993 年1 0 月3 1日に制定され, 消費者保礦が始まった。 本

研究は，中国の消費者保護および消費者教育について,  日本におけるそれらと比較検討し，

その特徴と課題を探ることを目的として行なった。

方法　中同ril ft者権益保護法に合法権益的社会団体として位置づけられている中国消費者

協会および他の行政機関の出版物をもとに，tt'S費者被害の実熊，消費者保纒施策, 消費者

教脊の■Mm と課題をまとめた。

結果　 中国での消n 者保護への収り組みは，中国消費者協会の設立が1984 年など，その

年数は短い。しかし. 消費者権益保護法では，消費者保護のための事業 者の義務・国の義

務･ Ti'日?n 川体の役制などとともに,   ill 費者の権利・争議の解決方法が明示されている。

これは日 本とは大きく異なり，争議のり･期m 決に有効であると考えられる。中国消n 者 協

会,および 外地の消北占協会では，統括的にかなりの執行力を持って消費者問遡に対応して

いる。情報収集システムの確立と利川は今後の課題であろう。消費者教育は一般市民を対

象とした［分散ff及教ft J　と. 生m  ･ 販売に携わる企業の職員や,   ill小巾の幼児，児m ，

'I-f,liを対象とする　l･集中教膏J で実施されている。消n  者教育の目標は消費者自身の権Vi-.

の保護のためとともに，社会監督者としての消ft者の育成のためという点が特徴である。
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